平成29年6月1日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NPO法人1to1
ミニシンポジウム「働きづらさを抱える人が働くために」　　　　　　　　　　　　　理事長　武井　剛
千葉市中央区社会福祉協議会ボランティア活動室（きぼーる１１階）

「UWNちばの連携の可能性について」～事業内容・課題について～

1． 法人・事業の概要
・法人設立：2008年3月21日      ・従業員数：22名（常勤16名、パート6名）
・実施事業：障害者の日常生活を総合的に支援する法律に基づく障害福祉サービス事業
（１）わさび　
　 　　実施地域：船橋市　　 　開設：2009年6月1日　　　事業形態：就労継続支援B型　　　
　　 　利用者定員：32名（あくあ10名、わさび（作業所＋店舗）…12名、ブルーバード…10名）
　　 　主な就労系日中活動：
　　 　・リサイクルショップの運営（店舗におけるバザー品や自主製品の常設販売）
　　 　・使用済み小型家電製品の回収、分解・分別
　　 　・チラシのポスティング、地域情報誌の折り込み・配布
　　 　・アパート共用部の定期点検・清掃、お庭や畑、駐車場の除草、荷物運搬等の便利屋的な仕事　他
（２）ぶろっさむ
実施地域：習志野市　　開設：2009年6月1日　　　 事業形態：就労継続支援B型
　　　 利用者定員：20名　※元は定員10名の従たる事業所として運営。2014年4月より単独事業に
　　   主な就労系日中活動：
　　 　・チラシのポスティング、地域新聞の折り込み・配布
・市役所や近隣企業、個人事業主等からの内職系の受注作業
・お庭や畑、駐車場の除草、荷物運搬等の便利屋的な仕事　他
 （３）【新規】共同生活援助事業（現在、船橋市内にて6名居室のグループホームの開設を準備中）

 (
＜特徴と立ち位置＞　
小規模拠点の地域点在
によるネットワーク型組織
商店街や住宅街
などの
「まちのなか」にあ
る　　～地元
企業や
地域
住民等との日常的なかかわり
障がい種別を問わず「はたらきたい人」であれば誰でも通える　　　～多様性と風通しの良さ
一事業所
のみで
完結しない支援
　　～行政・教育・医療・福祉・
介護関係者等
との連携
を重視
＜運営
の
上で意識していること
＞
 
「作業所」の精神を継承する
・「共にいきる・はたらく仲間」という関係性　　→人生を共に歩む仲間たちの「共同体」として存在
・「人」に「仕事
」を合わせる　
→どんな人に
も
固有
の
＜役割＞があり、その存在を肯定され
う
る場所
・「人」と「地域」をつなぐ　
 
→「嵐からの隠れ家」であり
、社会に打って出るための「安全基地」
で
もある、
いつでも出入り自由な場所として
地域の中に
存在する
＜経営理念＞
私たちは、常に『個』の想いに寄り添い、人と人との≪１to１≫のかかわりを大切に育みます。
)











2． 就労継続支援Ｂ型事業とは
（1） 障害福祉サービスにおける位置づけ　　→【資料】障害者総合支援法のサービスの体系
（２）サービスの概要と対象者
通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある方に対し、生産活動などの機会の提供、
知識や能力向上のために必要な訓練などを行うサービス。雇用を前提としない働きかたを提供。
【対象者】
　　就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
1 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
2 就労移行支援事業等を利用した結果、B型の利用が適当と判断された者
3 [bookmark: _GoBack]上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金１級受給者
（３）訓練等給付事業（サービス）における立ち位置
	一般就労等の働き方による職業・経済的自立
	一人暮らし等による生活自立

	就労移行支援
	就労継続支援Ａ型
	共同生活援助
（グループホーム）

	就労継続支援B型
	

	自立訓練（機能訓練・生活訓練）

	教育機関／在宅待機・ひきこもり／施設での入所生活／医療機関等におけるリハビリ etc.


　※これらはあくまでも制度的な建て付けであり、実際の地域生活はもう少し柔軟で多様性があります。

【参考】千葉県（健康福祉部健康福祉指導課企画情報班）のホームページより抜粋
	障害者総合支援法
	児童福祉法

	介護給付
	訓練等給付
	 

	1.居宅介護
2.重度訪問介護
3.同行援護
4.行動援護
5.重度障害者等包括支援
6.短期入所
7.療養介護
8.生活介護
9.共同生活介護（ケアホーム）
10.施設入所支援
	11.自立訓練
12.就労移行支援
13.就労継続支援
14.共同生活援助（グループホーム）
	15.福祉型障害児入所支援
16.医療型障害児入所支援
17.児童発達支援
18.医療型児童発達支援
19.放課後等デイサービス
20.保育所等訪問支援

	
	地域相談支援給付
	

	
	· 地域相談支援 
	

	
	計画相談支援給付
	計画相談支援給付

	
	· 計画相談支援 
	· 障害児相談支援 


3． 就労継続支援Ｂ型事業の特徴と運営上の課題（個人的な実感として）
（1） 無期限、かつ障害支援区分の不要による、対象としている利用者層の幅の広さ　※魅力でもある
　　→就労支援を受けるなどして一般就労を目指すも様々な事情により挫折したケース、雇用に至るも、
その後、体力や労働生産性の低下等が原因で離職しＢ型の利用に繋がるケース、既存の介護保険
サービスとミスマッチを起こして65才以降も利用を希望するケースなど、ニーズも年齢層も様々。
　　→また、障害支援区分の高い方々でも、本人や家族の希望あるいは地域の実情（生活介護事業所等
　　　の選択可能な地域資源に限りがある等）によりＢ型サービスの利用に繋がるケースが少なくない。
　　→これらに加え、特別支援学校等の教育機関を卒業した方々が、事実上、そのままＢ型サービスの利用に繋がるケースが相当数あるため、事業者の立場としては、「どこ（どういった層）に照準を合わせた支援を、どのレベルまで行うべきか」ということが、常に問われることになる。

（２）（介護保険事象や障害福祉サービスの介護給付事業等と比べて）低い報酬単価を前提とした経営
→上記の（１）に加え、必ずしも人員配置を厚くできない懐事情（がんばっても１：３が限界）を
抱えながら、サービス量（＝利用者数）の確保と質の担保の両方を追ってゆくことが求められる。
　  →サービスの質を担保するには、できるだけ手厚い人員配置を行うことに加え、意欲や能力の高い
支援スタッフを確保し、継続的な雇用の維持と教育等を通じてその能力開発に努めてゆくことが求められるが、組織の中に人事部や教育部などの間接部門を設置するゆとりのない経営状況では、人材確保・教育に関する課題は、常に頭を悩ませるものとして付いて回ることになる。
　　→結果として、労働時間に比べて低い工賃の問題や生活支援や障害特性等に配慮した個別支援の　
弱さなどの課題を抱えた事業者が少なからず存在することに繋がっているのではないかと思う。

【参考】平成27年度　千葉県内の各施設種別平均工賃一覧
	就労継続支援A型事業所の工賃実績

	区分
	工賃平均額

	月額
	64,760円

	時間額
	786円


	就労継続支援B型事業所の工賃実績

	区分
	全体
	月額のみ
	時間額のみ

	月額
	13,660円
	13,663円
	-

	時間額
	169円
	-
	207円



（３）それでも制度に頼らざるを得ない運営（その限界）
　　→あくまでも制度に則った経営を行わねばならないため、障害福祉サービスの提供（福祉事業）に
伴い得た収入と作業活動（就労支援事業）により得た収入は、その使い道や経理区分を分けねば
ならない。福祉事業が儲かっても利用者の工賃は上げられないし、作業収益が上がっても（それ
だけでは）支援スタッフの給与アップに繋げられないというジレンマがある。


4． ユニバーサル就労への期待（～「生」がかがやく・ワクワクするはたらきかた、職場を求めて）
（1） 制度からはみ出してしまう人たち、居心地の悪さを感じている人たちへ「はたらく機会」を提供。
（2） 制度に縛られない、しなやかで柔軟な経営による魅力的な「はたらく場」「社会的企業」を創造。
（３）（１）（２）を通じて、「福祉」や「労働」、「職場」の概念そのものを変えてゆくこと。
